
資料１ 

２０２０年５月８日 
関西電力株式会社 

 
大飯発電所１号炉及び２号炉の使用済燃料の評価等について 

 
1. はじめに 

大飯発電所の原子力事業者防災業務計画は、「原子力災害対策指針（平成３０

年１０月１日）」の緊急時活動レベル（ＥＡＬ）の枠組みに基づき、「２．加圧水

型軽水炉（実用発電用のものに限る。）に係る原子炉の運転等のための施設（当

該施設が炉規法第４３条の３の６第１項第４号の基準に適合しない場合又は原

子炉容器内に照射済燃料集合体が存在しない場合を除く。）」及び「５．実用発電

用原子炉（東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設のうち、１号炉、

２号炉、３号炉及び４号炉を除く。）に係る原子炉の運転等のための施設（炉規

法第４３条の３の６第１項第４号の基準に適合しないものに限る。）であって、

使用済燃料貯蔵槽内にのみ照射済燃料集合体が存在する施設であって照射済燃

料集合体が十分な期間にわたり冷却されたものとして原子力規制委員会が定め

たもの及び使用済燃料貯蔵槽内に照射済燃料集合体が存在しない施設以外のも

の。）」に係るＥＡＬを設定、計画し、提出している。 
一方、大飯発電所１号炉及び２号炉の使用済燃料は十分な期間冷却され、ＥＡ

Ｌの枠組み「９．原子炉の運転等のための施設（１．から８．までに掲げるもの

を除く。）」に該当する状態にあると考えている。 
本資料は、大飯発電所１号炉及び２号炉が「９．原子炉の運転等のための施設

（１．から８．までに掲げるものを除く。）」に該当する状態にあることを示すた

め、まとめた資料である。 
 
2. 貯蔵中の使用済燃料 

現在、使用済燃料ピット（１号及び２号炉共用）には、１号炉の使用済燃料 323
体と２号炉の使用済燃料 306 体、合わせて 629 体の使用済燃料が貯蔵されてい

る。 
これらの使用済燃料の最高燃焼度制限は 55GWd/t 以下、原子炉停止日は１号

炉が平成２３年７月１６日、２号炉が平成２３年１２月１６日、評価時点は平成

３０年３月３１日である。 
これら使用済燃料の総発熱量は、632kW であり、貯蔵中の使用済燃料 1 体当

たりの最大発熱量及び平均発熱量（平成３０年３月３１日時点）は、以下に示す
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とおりである。 

・ 最大発熱量 約 1.22kW (平均発熱量 約 0.90kW) 

 
3. 使用済燃料の健全性評価について（資料１参照） 

使用済燃料ピット（１号及び２号炉共用）は、１号及び２号炉共用施設である

ため、評価は、１号炉及び２号炉として実施する。 
使用済燃料ピット（１号及び２号炉共用）には、最終サイクル※で取り出した

使用済燃料を含む貯蔵容量の上限である 704 体の燃料が貯蔵されているものと

して、使用済燃料ピット水がすべて喪失した場合における燃料被覆管表面温度

の評価を行った。 
評価の結果、１号炉及び２号炉の使用済燃料の燃料被覆管表面温度は、約

379℃以下である。この燃料被覆管表面温度においては、原子炉運転中の酸化減

肉及び使用済燃料ピット水がすべて喪失した後の空気中での酸化減肉を考慮し

たとしても、燃料被覆管のクリープ歪は 1 年後においても約 0.7%であり、クリ

ープ変形による破断は発生せず、使用済燃料の健全性は保たれる。 

※：原子炉停止日 １号炉 平成２３年  ７月１６日 
   ２号炉 平成２３年１２月１６日 

 
4. 未臨界性の評価について（資料２参照） 

使用済燃料ピット（１号及び２号炉共用）には、635 体（新燃料 76 体及び予

備新燃料領域 6 体を含む）の燃料が貯蔵されているものとして、使用済燃料ピ

ット水大規模漏えい時の未臨界性の評価を行った。未臨界性評価は、使用済燃料

ピット全体の水密度を一様に 0.0～1.0g/cm3 まで変化させた条件で実効増倍率

の評価を行った。 
評価の結果、不確定性を考慮した実効増倍率は最大で 0.958 となり、臨界を

防止できることを確認した。 
 

 
5. 周辺公衆への放射線被ばくの影響について（資料３参照） 

使用済燃料ピット（１号及び２号炉共用）の使用済燃料の全放射能強度を考慮

し、使用済燃料ピット冷却水がすべて喪失した状態を想定して、集落側の（海側

方位を除いた）敷地等境界上の評価地点におけるスカイシャイン線による実効

線量を評価した結果は 1.1μSv/h であった。 
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6. 結論 

使用済燃料を使用済燃料ピットにおいて貯蔵している間において、使用済燃

料ピット水が全て喪失しても、燃料被覆管表面温度は 379℃以下に保たれ、燃料

被覆管表面温度の上昇による燃料の健全性に影響はなく、臨界を防止できると

評価でき、また、使用済燃料からのスカイシャイン線による周辺公衆への放射線

被ばくの影響も小さいことから、大飯１号炉及び２号炉については、「原子力災

害対策指針」のＥＡＬの枠組み「９．原子炉の運転等のための施設（１．から８．

までに掲げるものを除く。）」における照射済燃料集合体が十分な期間冷却され

たものに該当すると考える。 

以 上 

（添付資料） 
添付資料１．使用済燃料ピット水大規模漏えい時の使用済燃料の健全性について 
添付資料２．使用済燃料ピット水大規模漏えい時の未臨界性の評価について 
添付資料３．使用済燃料ピット水大規模漏えい時の使用済燃料からのスカイシャ

イン線による周辺公衆への放射線被ばくの影響について 
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添付資料 1 

使用済燃料ピット水大規模漏えい時の使用済燃料の健全性について 

 

1. はじめに 

本資料は、使用済燃料を使用済燃料貯蔵設備に貯蔵している間において、使用済燃

料貯蔵設備から冷却水が大量に漏えいする事象を考慮しても、燃料被覆管表面温度の

上昇が燃料の健全性に影響を与えることはないことを説明するものである。 

 

2. 発電所に貯蔵中の１号炉及び２号炉の使用済燃料 

使用済燃料ピット（１号及び２号炉共用）には、貯蔵容量の上限である 704 体の燃

料が貯蔵されているものとして評価を行う。 

これらの使用済燃料の最高燃焼度制限は 55GWd/t 以下、原子炉停止日は１号炉が

平成２３年７月１６日、２号炉が平成２３年１２月１６日、評価時点は平成３０年３

月３１日である。 

これら使用済燃料の総発熱量は、632kW であり、貯蔵中の使用済燃料 1 体当たり

の最大発熱量及び平均発熱量（平成３０年３月３１日時点）は、以下に示すとおりで

ある。 

・ 最大発熱量 約 1.22kW (平均発熱量 約 0.90kW) 

 

3. 燃料被覆管表面温度の計算 

使用済燃料ピット水がすべて喪失した場合における燃料被覆管の表面温度について、

評価を実施した。 

主な計算条件、計算結果等を以下に示す。 

(1) 主な計算条件 

○使用済燃料ピット水はすべて喪失していると仮定する。 

○原子炉補助建屋は健全だが換気は考慮しない（密閉状態）。 
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添付資料 2 

使用済燃料ピット水大規模漏えい時の未臨界性評価について 

 

1. はじめに 

本資料は、燃料体又は使用済燃料（以下「燃料体等」という。）を使用済燃料ピット

に貯蔵している間において、使用済燃料ピットから冷却水が大量に漏えいする事象を

考慮しても、使用済燃料ピットにおける燃料体等の臨界を防止できることを説明する

ものである。 

 

2. 評価の基本方針 

使用済燃料ピット水大規模漏えい時の未臨界性評価は、臨界にならないよう配慮し

たラック形状、燃料配置及び制御棒配置において、使用済燃料ピット全体の水密度を

一様に 0.0～1.0g/cm3まで変化させた条件で評価を実施する。 

なお、解析には米国オークリッジ国立研究所（ORNL）により米国原子力規制委員

会（NRC）の原子力関連許認可評価用に作成されたモンテカルロ法に基づく３次元多

群輸送計算コードであり、米国内及び日本国内の臨界安全評価に広く使用されている

ＳＣＡＬＥシステムを用いる。燃料の燃焼計算には、２次元輸送計算コードであり、

日本国内の PWR 炉心管理に広く使用されているＰＨＯＥＮＩＸ－Ｐを用いる。計算

フローを第 1 図に示す。 

 

3. 計算方法 

(1) 計算体系 

計算体系は、垂直方向、水平方向共に有限の体系とする。貯蔵する燃料は、各燃

料の濃縮度及び燃焼度に応じて設定した領域で貯蔵可能な最も反応度の高い燃料

を当該領域のすべてのラックへ貯蔵することを想定する。また、垂直方向では、上

下部の構造物による中性子反射効果を考慮し、燃料有効長上部は低水密度状態にお
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添付資料 3 

使用済燃料ピット水大規模漏えい時の使用済燃料からのスカイシャイン線による 

周辺公衆への放射線被ばくの影響について 

 

1. 想定事象 

使用済燃料ピット（１号及び２号炉共用）において、冷却水がすべて喪失した場合

を想定する。ただし、使用済燃料ピット（１号及び２号炉共用）のある原子炉補助建

屋及び使用済燃料ピット壁面等の周囲構造物は健全であり、使用済燃料からの放射線

を遮蔽する効果は維持されるとして、露出された使用済燃料からのスカイシャイン線

による敷地境界上の評価地点における実効線量を評価する。 

なお、使用済燃料ピット中の燃料は地表面よりも低い位置に貯蔵されており、周囲

の土壌が遮蔽効果を有していることから、使用済燃料からの直接線による実効線量は

無視することができる。 

 

2. 評価条件 

2.1 線源の条件 

使用済燃料ピット冷却水が全喪失した場合の燃料集合体の健全性は維持されるもの

とし、使用済燃料集合体の線源強度をＯＲＩＧＥＮ２コードにて第 1 表の条件にて算

出した。線源となる貯蔵中の使用済燃料は、燃焼履歴及び冷却年数を考慮する。 

 

2.2 計算モデル 

上部開口部以外における直接線の影響は無視できることから、鉛直上方向に放出さ

れるガンマ線のスカイシャインによる影響について評価した。 

スカイシャイン線の評価に当たっては、実績のあるＳＣＡＴＴＥＲＩＮＧコードを

使用した。 

スカイシャイン線量の評価モデルを第 1 図に示す。 








